
平
成
二
十
一
年
十
一
月
六
日
提
出

質

問

第

五

六

号

一
九
九
九
年
に
キ
ル
ギ
ス
で
発
生
し
た
日
本
人
誘
拐
事
件
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
質
問

主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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一
九
九
九
年
に
キ
ル
ギ
ス
で
発
生
し
た
日
本
人
誘
拐
事
件
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
質
問

主
意
書

一
九
九
九
年
八
月
、
キ
ル
ギ
ス
で
日
本
人
鉱
山
技
師
ら
四
人
が
誘
拐
さ
れ
る
事
件
（
以
下
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
と
い

う
。
）
が
発
生
し
た
。
二
〇
〇
八
年
一
月
三
十
一
日
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
に
関
し
、
キ
ル
ギ
ス
の
国
会
に
お
い
て
、
当
時

人
質
の
解
放
交
渉
に
携
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
ト
ゥ
ル
ス
ン
バ
イ
・
バ
キ
ル
・
ウ
ウ
ル
ー
・
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
前
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
に
よ
り
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
が
発
生
し
た
際
に
日
本
政
府
が
支
払
っ
た
と
さ
れ
る
身
代
金
が
キ
ル
ギ
ス
の
治
安
当
局
の

人
間
に
よ
っ
て
山
分
け
さ
れ
て
い
た
と
の
証
言
（
以
下
、
「
証
言
」
と
い
う
。
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
と
本
年
十
月
一
日
に

閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
二
第
一
一
号
。
以
下
、
「
政
府
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す

る
。

一

「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
に
つ
い
て
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
御
質
問
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
新
内
閣
の
下
で
こ
れ
ま
で

の
経
緯
等
を
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
も
踏
ま
え
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
新
内
閣
に
お
け
る
同
事
件
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯
等
に
関
す
る
確
認
作
業
は
、
現
在
ど
の
様
な
進
捗
状
況
に
あ

る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

一



二

過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
重
ね
て
要
請
し
て
い
る
「
証
言
」
に
つ
い
て
の
議
事
録
（
以

下
、
「
議
事
録
」
と
い
う
。
）
の
提
供
に
、
キ
ル
ギ
ス
議
会
が
応
じ
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
同
国
議
会
に
問
い
合
わ
せ
て
い

る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
過
去
の
答
弁
書
で
は
「
政
府
と
し
て
は
、
キ
ル
ギ
ス
側
に
対
し
、
御
指
摘
の
『
議
事
録
』
の
提
供

を
要
請
し
、
督
促
し
て
い
る
が
、
キ
ル
ギ
ス
側
か
ら
現
時
点
に
お
い
て
要
請
に
応
じ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
は
受

け
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
に
は
「
要
請
に
応
じ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
は
受
け
て

い
な
い
。
」
と
あ
る
が
、
当
方
が
こ
れ
ま
で
重
ね
て
問
う
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ
も
同
省
と
し
て
、
同
国
議
会
に
対
し
て

「
議
事
録
」
の
提
供
が
な
さ
れ
な
い
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
を
明
確
に
求
め
て
い
る
の
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
右
に
つ

い
て
は
、
本
年
九
月
十
六
日
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
で
問
う
て
い
る
が
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
一
の
答
弁
が
な
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
、
今
次
質
問
主
意
書
に
お
い
て
改
め
て
同
省
の
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

三

現
時
点
で
、
キ
ル
ギ
ス
の
国
会
よ
り
、
「
議
事
録
」
の
提
供
は
受
け
て
い
る
か
。

四

三
で
、
提
供
を
受
け
て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
説
明
さ
れ
た
い
。

五

「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
に
お
け
る
身
代
金
に
つ
い
て
、
例
え
ば
昨
年
二
月
二
十
二
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九

第
八
〇
号
）
の
「
日
本
政
府
か
ら
キ
ル
ギ
ス
政
府
へ
身
代
金
の
た
め
に
金
銭
が
支
払
わ
れ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
」
と
い
う

二



答
弁
に
見
ら
れ
る
様
に
、
前
政
権
に
お
い
て
外
務
省
は
一
貫
し
て
そ
の
事
実
を
否
定
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
重
ね
て
述
べ
て

き
た
と
お
り
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
を
担
当
し
て
い
た
の
は
、
当
時
の
今
井
正
領
事
移
住
部
長
で
あ
り
、
当
方
は
今
井
氏

よ
り
、
身
代
金
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
、
そ
の
支
払
の
決
裁
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
記
憶
し
、
ま
た
同
氏
と
面

会
を
し
た
こ
と
を
記
録
し
た
書
類
を
保
有
し
て
い
る
。
本
年
八
月
三
十
日
に
投
開
票
が
行
わ
れ
た
第
四
十
五
回
衆
議
院
議
員

総
選
挙
に
お
い
て
、
民
主
党
が
三
百
八
議
席
を
獲
得
す
る
勝
利
を
収
め
、
政
権
交
代
が
実
現
し
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
が
発
足

し
た
が
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
に
お
け
る
身
代
金
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
も
右
の
同
省
の
認
識
に
変
わ
り
は
な
い
か
。
確

認
を
求
め
る
。

六

「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
に
お
け
る
身
代
金
の
問
題
は
、
何
よ
り
国
民
の
税
金
に
関
わ
る
話
で
あ
る
。
右
に
つ
い
て
、
前
政

権
は
明
確
な
説
明
を
避
け
続
け
て
き
た
が
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
総
理
大
臣
、
岡
田
克
也
外
務
大
臣
と
し
て
、
「
日
本
人
誘
拐

事
件
」
に
お
け
る
身
代
金
に
つ
き
、
徹
底
的
な
調
査
を
し
、
真
実
を
国
民
に
明
ら
か
に
す
る
考
え
は
あ
る
か
。
右
に
つ
い
て

は
、
本
年
九
月
十
六
日
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
で
問
う
て
い
る
が
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
一
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
、
今
次
質
問
主
意
書
に
お
い
て
改
め
て
同
省
の
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

三


